
 

 

 

ヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託仕様書(公募用) 

１ 目的 

令和５年４月１日より全ての自転車運転者に対し、乗車用ヘルメットの着用が努力義務

となり、着用促進に取り組んでいるところだが、自転車乗車用ヘルメット着用率調査

(R7.9 警察庁公表) で、当県の着用率は7.9％であり、全国平均（21.2％）よりも低い 

状況である。（全国ワースト４位） 

また、警察庁が令和７年１２月に公表した「自転車の交通安全教育ガイドライン」や 

第１２次千葉県交通安全計画においては、各年代の特性に応じて自転車安全利用の推進

に取り組むこととしている。 

これらを踏まえて、県民へのヘルメット着用の重要性に係る理解を促進するために広報

啓発を実施する。 

 

２ 契約期間及び委託上限額 

委託契約締結日から令和９年３月３１日まで 

委託上限額：９，６６７，０００円(消費税及び地方消費税を含む) 

 

３ 委託業務の内容 

（１） インフルエンサー等の手配 

自身のWEBサイトやSNS等にて情報発信するインフルエンサー等(タレント、芸人等

の著名な芸能人を含む)を、年代別等、ターゲット層に応じ最低２名以上提案するこ

と。なお、手配するインフルエンサー等については、以下の条件を満たす人物を提案

すること。決定に当たっては、事前に県の了解を得ることとする。 

ア ターゲット層のフォロワーが多いこと。 

イ ターゲット層に影響力を持つインフルエンサー等とすること。 

ウ 投稿に対する閲覧数やフォロワーの反応等の詳細を把握できること。 

エ 自転車乗車用ヘルメットを被って発信ができる人物。 

 

（２） インフルエンサー等を活用した情報発信 

ヘルメットの着用の重要性理解促進につながる内容や自身がヘルメットを着用し

た写真や着用した感想等をインフルエンサー等自身のWEBサイトやInstagram、X等の

SNSで投稿させ、情報発信すること。この他に、県が実施するイベント、県関係団体

が実施するイベント、自社が実施するイベントへの参加など、実施可能な他の効果的

な情報発信があれば提案すること。 

各インフルエンサーのSNSでの発信は最低１媒体以上とし各媒体で1人最低２回 

以上発信すること。(1人当たり１媒体計２回計４回以上) 

なお、発信する内容については、事前に県と協議の上、了解を得ること。 



 

 

 

 

（３） ランディングページの作成・運用 

ヘルメット着用を促進し、県内のヘルメット着用率を向上させること及び自転車の

安全利用の周知を目的とした内容を含むページを作成し、ランディングページの  

作成・改修・運営・維持・管理を行うこと。なお、内容については、警察庁が公表 

している「自転車の交通安全教育ガイドライン」を参照して構成すること。 

※ 「令和７年度『インフルエンサーを活用したヘルメット着用の重要性理解促進 

集中広報業務委託』」受託者からのドメイン移管（８万円程度（税込み）の見込

み）が発生するので留意すること。併せて、ドメインの受け入れ先のサーバーを

取得しておくこと。 

ページの作成・改修・運営に必要な素材の入手（権利処理を含む)、掲載する画像 

一式の収集、必要な各種申請手続き、デザイン、レイアウト、データ加工・合成  

作業、版下作成等、一切の業務を行う。 

ア 掲載期間 令和８年９月上旬から令和９年３月下旬まで 

イ 対象閲覧環境 

以下のブラウザにおいて、すべてのページ・コンテンツの閲覧が問題なく実行で

きるようにすること。スマートフォン・タブレットに対する最適化を図ること。契

約期間中に新しいバージョンが提供された場合は随時対応するものとし、サポート

が終了した製品・バージョンについては対象から除外する。 

パソコン向けスマートフォン・タブレット向け 

・Microsoft Edge 最新バージョン 

・Google Chrome 最新バージョン 

・safari 最新バージョン 

・Firefox 最新バージョン 

・iOS及びAndroid 標準ブラウザ 

 

ウ ドメインについて 

ドメインは「chiba-helmet.jp」とし、「令和７年度『インフルエンサーを活用

したヘルメット着用の重要性理解促進集中広報業務委託』」受託者からドメイン 

移管を令和８年７月３１日までに完了すること。詳細は別途協議する。 

ドメインの管理については、第三者に再取得され、元のWebサイトへのアクセス

を利用し、詐欺サイト等へ誘導されることのないよう、ホームページの公開終了

後、ドメインを、一定期間、保持する等、適切に管理すること。 

 

エ システム保守 

（ア） 保守体制 

① 保守体制を明確にし、責任者を定めること。 



 

 

 

② 保守体制に自社以外の企業を組み込む場合であっても、役割分担を明確にし

たうえで、自社を中心としたサポート体制を確立することとし、最終的な責任

は受託者が負うこと。 

③ 障害が発生した場合には、迅速・的確に対応できる体制を維持すること。 

（イ） システム保守 

① ランディングページのシステム保守を行う。 

② 契約期間中は、システムの保守作業を適切に行い、システムが円滑に運営さ

れるようにすること。 

③ システム障害や不正アクセス等を発見した際には、速やかに対処すること。 

④ システム障害等が解消された後は、障害情報を分析し、同様の障害が発生し

ないように是正措置・予防措置を講じたうえで、速やかに県へ報告すること。 

⑤ 月に１回以上、システムの定期点検を行うこと。 

（ウ） その他 

① サーバーの構成機器については、いずれの一箇所の障害が発生した場合にお

いてもシステム全体が停止することのないよう、ネットワークも含めたサーバ

ー機器等全ての箇所において適切な規模の冗長構成がとられていること。 

② コンピューターウイルス等へのセキュリティや、死活監視を行う仕組み、 

電源遮断対策等が適切に講じられていること。 

③ 常時SSL化に対応すること。またSSLの更新手続きは、受託者が責任をもって

行うこと。 

④ 個人情報の送信について、SSL対応により暗号化された通信が行われること。 

⑤ サーバーの安全かつ適切な管理を行うこと。 

 

（４） バナー画像型WEB広告の作成・運用 

ア 広告の内容 

ランディングページへの誘導を喚起するバナー画像を作成すること。 

イ 広告の配信期間 

最低３か月以上行うこと。 

ウ 広告の配信地域 、配信対象、媒体 

配信地域は千葉県内とし、配信対象者はターゲット層に合わせた年齢層等の属性

の設定を提案すること。また、使用する広告の媒体(LINE、Instagram等)について

も提案すること。 

エ 効果測定 

掲載した広告について効果測定を行い、PV、imp、CTR、リーチ数等を報告する 

こと。 

 

 



 

 

 

（５） 動画型WEB広告の運用 

ア 広告の内容 

県から提供する１５秒の啓発動画を使用した動画型WEB広告の運用を行うこと。 

参考 https://youtu.be/lobIrJl839w 

イ 広告の配信期間 

最低３か月以上行うこと。 

ウ 広告の配信地域、配信対象、媒体 

配信地域は千葉県内とし、配信対象者はターゲット層に合わせた年齢層等の属性

の設定を提案すること。また、使用する広告の媒体(YouTube、Instagram等)に 

ついても提案すること。 

エ 効果測定 

掲載した広告について効果測定を行い、PV、imp、CTR、リーチ数等を報告する 

こと。 

 

（６） その他 「１ 目的」につながる効果的な取組があれば、独自の提案を行うこと。 

 

（７） 報告書の作成 

実施後、委託業務の事業内容及び成果が分かる実績報告書（様式任意）を１部   

作成し、履行期限までに県に提出すること。また、制作物については、印刷用電子  

データ（AI等）で県に納品すること。 

メディアへの露出があった場合には、その概要についてメール等で速やかに報告すること。 

業務の実施により露出したメディアをクリッピングすること。テレビ・ラジオについては、 

放映番組名、放送時間を一覧にしたものを提出すること（DVD等への録画・録音は不要）。 

なお、雑誌等の媒体の場合は掲載物見本の提出、動画等の場合は主要画像部分を 

印刷するか、印刷用電子データ（AI等）での提出によって報告書に代えることが  

できる。 

 

４ 運営及び管理 

（１） 業務の実施 

本業務の実施に当たっては、綿密に県と必要な協議及び打合せを行うとともに、県

の指示に従い、誠実に業務を進めるものとし、業務の遂行状況について随時報告を行

うこと。また、本業務の実施に当たっては、柔軟に対応するものとし、県が求める 

事項は 最大限実現できるよう努めること。 

（２） 業務実施体制 

委託業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者

を配置すること。責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこと 

とし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。 

 



 

 

 

（３） 事故及びクレーム等の対応 

委託業務の実施中、事故やクレーム等が発生した場合は、速やかに県担当者へ報告 

するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。また、その対応や経過につい

ては、速やかに県に報告すること。 

（４） 経費 

県が実施するもの以外の本業務の実施に要する一切の費用（広告費、作成費、施工

費、会場使用料、レンタル料、駐車場代、輸送費及び保険料など）は、委託料に含む

こと。ただし、備品購入費は含めないものとする。 

 

５ 納入物件に関する責任の所在 

本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。 

 

６ 法令遵守及び安全管理 

（１） 関係法令の遵守 

本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。 

（２） 安全管理体制の整備 

安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めるとともに、現場作業に 

おける緊急時の連絡体制を整備すること。 

（３） 作業者及び第三者の安全管理 

受託者の指示によって行う作業者の事故防止に努めるとともに、過度の負担がかか

らないよう、健康面に配慮して活動すること。また、第三者についても危害を及ぼさ

ないように万全の措置を講じ、第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において

措置すること。 

 

７ 著作権の譲渡等 

① 納品された成果品の著作権（著作権法第 21 条、第 22 条の２、第 23 条、第 26 

条、第 26 条の２、第 26 条の３、第 27条、及び第 28 条に規定する権利をいう。）

は、全て委託者に無償で譲渡するものとする。また、成果品は委託者が YouTube や X

（旧 Twitter）、Instagram 等の SNS への投稿、ホームページ等の掲載等に随時使用

できるものとする。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目

及び理由を示し、別途協議すること。 

② 委託者は、著作権法第 20 条第２項に該当しない場合においても、その使用のために

目的物の改変を行うことができるものとすること。 

③ 受託者は、委託者の事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条及び第 19 条を行使

することができないこと。 

④ 第三者が権利を有している映像、画像、音楽等を使用する場合は、事前に権利者より

二次利用を含めた使用の許諾及び事後においても権利の主張を行わない旨の許諾を得た

上で、必要となる一切の手続き及び使用料の負担等は受託者が行うこと。 

 

 

 



 

 

 

８ 秘密の保持 

本業務の処理上知りえた秘密を他人に漏らしてはならないこと。本業務の委託期間終了

後も同様とすること。 

 

９ その他事項 

（１） 談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償 

業務の実施及び契約の履行に当たっては、契約時に示す「談合等及び暴力団等排除に関する

契約解除と損害賠償に関する特約事項」を遵守の上、遺憾のないよう遂行するとともに、 

特約事項に抵触する事案が発生した場合は、それに従うものとする。 

（２） 業務の再委託 

本業務の全部を再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合、 

あらかじめ県と協議の上、次の事項について、承認を得ること。 

ア 再委託の相手方の名称及び住所 

イ 再委託の内容 

ウ 再委託を行う必要性 

エ 再委託に係る契約金額 

 


